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令和６年度まちづくり座談会会議録 

 

開 催 日 時 令和６年６月２７日（木）午後７時００分～午後９時３０分 

開 催 場 所 今宿公民館 

出  席  者 

町 長  庄司 中        保健福祉課長  青藤佳幸 

 副町長  高橋 裕        建設課長 大沼進悟      

 総務課長    土屋弘行     まちづくり推進課長 大山和彦 

 総務課総務主幹 小玉大輔     総務課  遠藤隼人 

出 席 者  １８名 

 

議事概要 

１．開 会     土屋総務課長の進行で開会する。（午後７時００分） 

２．副町長自己紹介 高橋副町長が挨拶を行う。 

３．町長説明  庄司町長が説明を行う。 

４．懇談 

参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者 

 

参加者 

 

参加者 

 

土屋総務

課長 

 

参加者 

 

 

 

 

まず、昨年の前町長との座談会について、昨年の１２月に回答をいただいていま

す。それの回答と引き継ぎ状態がどうなっているかということで、最初に虹ヶ丘の

給水関係、受水槽から神社に至るまでの水の供給状況についてどうなっているとい

うこと、これについては検討するということで、昨年の４月に要請をしたんですが、

５月４日の祭日の際には水が出るのではと期待していたが難しかったと、そのあと

いろいろ検討してくださいと要望したところであった。それについて報告を受けた

限りでは、漏水状況の報告ということでどこかが漏れているのではないか、通水が

切れているのではないかということで、結果的に今年になってもまだ水が出てない

ということで、その結果についてはまだ改善されてないということが１つあるわけ

です。水出なかっただろ。 

 

出ただろう。 

 

出てるよ。 

 

この間出てたでしょう。 

 

漏水箇所は分からなかったので、別の場所に配管をして繋げました。 

 

 

出たのか。ならこれは解決した訳ですね。 

虹ヶ丘公園の今後について、公園のてっぺんには斎藤茂吉さんの歌碑があるわけ

で、大石田で歌碑としては歴史的に早い時期に作られたということで、あの虹ヶ丘

公園をどのような管理にしていくのか、地区でやれといってもなかなかできないこ

となので、景観も登ってみると分かるとおり、村山側は見えるけれども大石田側が
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全然見えいない状態になっている。 

 当然私有林が入ってくるわけで、伐採、間伐についてはいろいろ問題があると思

いますが、せっかく登ってきた人が見て素敵なところだなと思われるような状態を

作り出していってほしいと思ってます。 

 トイレについては、略式のトイレを作った時代もあったわけですが、なかなか使

用が禁止されている状態で、利用者がどの程度いたのか、管理をどうするのか等、

多々問題があるわけです。ものを作ればいいということではなくて、私が孫娘と虹

ヶ丘に行ったときに、孫がトイレに行きたくなってゴルフ場のクラブハウスに入っ

て行ってすみませんがトイレを貸してくださいとお願いしたところ、対応がすごく

良かったです。どうぞご利用くださいということで、そのような形で済ませてきた

という経過もあるので。外出すれば飲み食い、排泄関係、出てきますのでその辺の

利用形態。もしあれならゴルフ場に委託ではないが、来た時よろしくお願いします

という形でね。本当に感じ良かったんです。トイレ貸してくださいと言ったら、女

性の方が出てくるまで待っていてくださって、またお使いくださいと言ってくれて。

そういうふうな町からの指導というわけではなくて、協力の依頼程度は、来た時お

願いしますねという形でね。ゴルフ場の利用が結構あるんです。思っていたよりも

駐車場にも満車とまではいかないが埋まっているような状況でした。そのような観

光面での一つのものの考え方として、実現していってほしい訳で、なかなか人来な

いところを整備するのは難しいだろうけど、その辺検討していただきたいなと思っ

ています。 

その他、五十沢川の堤防の配電盤の関係で、配電盤が水没してしまって電源が通

らない状態でしたので、そこを協議するというお話でしたので、その後の経過なん

かもお話しいただければなと思います。 

それから五十沢川だけではありませんが、支流の支障木というか川床から柳が大

きく成長しまして、２０年も３０年もするとそうなるだろうと予想されてたわけだ

けども、最上川本流もいくら砂利採取したところで２０年もすると来迎寺と今宿が

繋がるような、昔の中島みたいな状態になってしまうようで、支障木の撤去と土砂

の掘削もやっているとは思うんですが、洪水になった時に気づくのではなく、管理

の中で、これは県の事業や国の事業だとは思うんですが進めてほしいなというとこ

ろです。 

あとは、その他１２項目ぐらいで要望を出したところ、それぞれの回答を頂いて

いるのでその確認ということで。 

特に虹ヶ丘寮の敷地、建物の管理、それから県の車庫、その周辺の管理状況が非常

に悪くなっている。雑草が生えたり。先日もキツネが出たということで担当課にお

願いしたところ、日中に来たもんだからキツネはいなかったということだけど、撮

影した人もいるし、いないわけないのでこういうふうな状態でキツネがいたっけよ、

と私も動画を見させてもらって、やっぱりそこに穴があるから当たり前だよな、な

んて言いながらね。小さい子にとってキツネも犬の大きいのと同じで非常に怖いと、

そういうことを聞いているので、さっそく町に言って確認はしたそうですが。その

他には寮の屋根の問題とか。強い風が吹くと屋根が飛んでいくのではないかという

状態にまでなっていると。使用しないものであれば、空き家ではないけど、その辺

のものの考え方。空き家もいっぱいあるが、県の空き施設があちこちにいっぱいあ
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って手を付けられない状態になっているのかななんて思いながらもね。やはり地元

に住んでる者としては自分の周りが一番環境良くあってほしいと思うのは当たり前

のことで、人のことは見えないわけで。全体的な見地から県に要望するなりして、

使わないのであれば解体する、使用するのであれば修繕改修するとか、そういった

具体的なものを作っていく必要があるんじゃないかと思います。 

それから１１番目の投票所の移転について。昨年の６月か７月の会議でそういう

要望を言ったところ、すかさず１１月の町長町議選からいきなり今宿投票所が無く

なってしまったというので、私も住民に周知する間もなく実行してもらった。あれ

を要望したのは、今宿の投票所だけではなくて、これからの投票所は既に投票様式

も、形態も変わったものだから、期日前の投票もできるし、時間も長いし、そうい

うふうになった段階で、全体で縮小して最低３か所、大石田の有権者を見た場合、

人口 6,000 人で有権者 5,000 人ぐらいの状態の中で、投票所なんて１か所で良いの

ではないかっていうのが私の考えだったので、その１つの流れを作ってほしいとい

う意味で、今宿の投票所は閉鎖してはどうかと話をしたところ、住民に周知してい

ない状態の中で投票所が閉鎖されてしまったということで、私も本当に責任を感じ

ていたところでした。段階的にするのであれば１か所、３か所するとか。小学校区

ぐらいで投票所を３か所にすれば、今後、選挙があった時にも町の投開票事務なん

かもスムーズにいくんじゃないか、という気持ちで言ったところ、実施してもらっ

て、一番迷惑になったのは実は私なんです。歩いてすぐいつでも投票できる状態か

ら、わざわざ車で行かなければならないということでね。それを希望したのはね、

ここに投票に来るにも多くの人、我々が言う北今宿の人たちは皆車で来る。歩いて

くる人はいません。歩いているのはここ２、３軒ぐらいで、その方々も日曜日は忙

しいからとほとんど期日前投票をやってる。 

そういうふうな状態であったら無くても何も不思議ではないなと思うところがあ

ったものですから、それらを含めて、選挙管理委員会で全体を把握して、２０も投

票区は必要ないのではないかという結論を出して、今後このような形でやりたいと

いうのを住民に周知してほしい。反対する人はもちろんいると思う。今まであった

ものをなぜ減らすんだと。あれはあの時代、合併当時のやり方で、一町二村が合併

して町長、町議会議員を選ぶときに１人でも多くの人に投票させたいという意図が

あった。そうせざるを得なかったわけです。それが今は時代が違うだろうというこ

とを考えてほしいということで提案したところでした。 

それらを含めて、行財政改革をするのであれば、そんなところに金を出す必要は

ない。町長選、町議選は町の金でやらなければいけない。であれば少しは改革にな

るんじゃないか。 

学校統合もそのとおりだと思う。子どもがいないのだから学校はそんなにいっぱ

い建てる必要はないし、１校で間に合うだろうと。それこそここ２０年の構想を考

えたときに、学校を３つも維持したらとんでもない維持費がかかる。そういった中

で、できることとできないことがあるのは分かってるが、検討してやってほしい。

法律的にできないものはできないのかもしれないけど、それができないのであれば

法律を変えるしかないんだよ。そこまで物事を考えながら進めていかないと町は存

続できない、消滅してしまうんじゃないかと思われます。 

あとは除雪関係でね、自分自身ここに生まれてからずっと住んでいて何が一番必
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庄司町長 

 

 

 

 

 

 

大山まち

づくり推

進課長 

 

 

 

要かというと、今は車の世の中だから、冬場の除雪だけは確実にやってほしい。ど

んなに金がなくても、それをやらないと生活が成り立たないというのが真実ですの

で、その点だけはね。大石田は本当にきれいな除雪をしていると思います。ちょっ

と雪が降った山形なんて乗れたものではない。 

そういうところにだけは、お金がなくても使わなければならないものなんだとい

うことを理解しておいてほしいなと思います。 

あと一つは公民館の問題。公民館の分館制度なんていうのはそもそもおかしいの

であって、当時の分館制度を進めた方々っていうのは私たちの先輩だったのだが、

他の市町村は、その時既に旧町村単位で地区公民館を作っていた。尾花沢市もそう

だった。なぜ大石田町だけが分館なんて変なものを作ってやってきたのかなと。私

も一時期教育委員会にいましたので、公民館って変だよね、こんないらないんじゃ

ないのって。 

この分館を建てるにあたっても地区の人から寄付を頂いて建てたという経過があ

って、この分館は今宿地区のものという認識をしていたが、認識違いもあったよう

です。その辺りは公民館長からいろいろ今後の話があると思います。 

 

都市計画税は。 

 

都市計画税という税金を町で徴収しています。地区としては五十沢川から北の方、

こっちからいうと町の方から南の方の五十沢川まで、あの地区にあっては都市計画

税を納付している訳で、その中で都市計画の「と」の字も出てこない。 

要望していたのが、流雪溝ぐらい作ってくれないかという話で、歴代建設課長が頭

を悩ましてやってきた経過があるようですけど、実際問題として、戸数の問題や経

費、管理の問題があるのも分かりますが、都市計画に係る事業を一切やっていない

地区がある。これが今宿と、新町の通称「カラ向かい」というんですけど、やって

きていないといことで、要望しても駄目なのかなという諦めと、要望しないから駄

目なのかというジレンマがあります。こちらをぜひ検討するという回答をもらって

いるが、その辺の進み具合を見直してほしいというところがあります。 

 

虹ヶ丘公園を僕も見てきました。僕が保育園の時にハイキングや遠足のコースに

なっていたイメージで行ったのですが、今まで遊んでいたところが公園とは言えな

いような状況になっていることを再認識しました。区長からもありましたが、風景

については私有地も絡んでおりますので伐採できるかは検討課題です。また遊べる

ような、ハイキングコースというか、来て見てもらえるような整備も含めて考えて

いきたいと思います。 

 

配電盤の移設についてお答えいたします。回答の方では国交省と協議中という回

答をさせていただいたところですが、今年の状況としましては、国交省から今宿側

に腹付けするということで、３ｍほどの盛土をするという青写真をいただいたとこ

ろです。ただ、当時こちらからの要望としては２ｍほど盛土をしていただいて配電

盤を移設したいとしていたところ、３ｍという形で青写真が来ている状況です。３

ｍとなりますと、上の方に電話線が通っているんですが、それとの離隔が大体６ｍ
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ぐらいになってしまいますので、（排水ポンプは）ユニックでの設置を想定している

ので、玉掛けを担当する消防団員の方に大丈夫でしょうかという確認作業を行って

いるような状況です。その確認が取れ次第、どういった構成で行くのかというのを

国交省と協議して、ある程度のものが出来上がりましたら地区と地元消防団に下ろ

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

まずは支障木、河道掘削等の河川の管理についてお話を頂きました。昨年の話の

中ではまずは五十沢川の支障木撤去ということでしたので、県に対してお話をさせ

ていただいたところです。現在、堤防の整備も併せて進めていますが、これからも

引き続き要望をしていきたいと思います。なかなか県からも予算がないと我々と同

じような回答しか来ませんが、そこは必要なものですので、引き続き要望していき

たいと思います。 

河道掘削も国交省で本流の掘削を行っていますが、今の緊急治水対策プロジェク

トの中でも順次下流から進めており、現在も取り組んでおりますので、引き続きこ

ちらも進めていくということを確認しております。 

また、６つ目としてお話しいただいた除雪車庫の管理については、大変怖い思い

をさせてしまって申し訳ありません。そちらもしっかりした管理をお願いしたいと

いう話はしておりますが、実際にキツネが出たということも私は初めて聞きました

ので、そこも含めて再度、要望させていただきたいと思います。 

あとは除雪関係、昨年はたまたま雪が少なくて良かったんですが、引き続き昨年

度に新しくロータリー車と除雪車を導入しましたので、その辺もしっかりと活用し

て皆様に不便をかけないような取り組みをしていきたいと思います。 

最後にお話しいただいた都市計画関係です。区域の見直しも今後考えていかなけれ

ばいけない課題だと考えています。流雪溝の整備についても、昨年の回答として流

量調査を行っているというような回答だったかと思いますが、今年度も引き続き流

量調査を行う予定です。 

さらに２０年ほど前に、計画を立てるために事業費の積算などを行っていました

が、かなり古い計画ですので、改めて見直すために現在事業費の再積算をお願いし

ている状況ですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

続いて総務課関連について申し上げます。元虹ヶ丘寮の建物についてですが、区

長がおっしゃるようにキツネがいるということで、日中に財政担当が確認しに行っ

た際には見つけられなかったということですが、実際に写真を見せてもらったとい

うことで、いるということは認識しています。建物については県が管理しているも

のですから、こちらの方でも出来かねるところもございますが、県の担当課にしっ

かりと管理をしてほしいと強く要望しております。県の担当課の方針としては、取

り壊しをしたいという方向性ではいるようですが、県の中で財政担当との折り合い

がずっとつかずにいるという状況です。 

ただ、壊すまでの維持管理についてはしっかりやっていただきたいというふうな

ことで、これについては強く県の担当課の方に要望をしておりますし、これからも

要望してまいりたいというふうに思っております。 

あと、投票所の関係でございますが、これにつきましては区長さんにはご迷惑を
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おかけしたということで大変申し訳なく思います。ただ、選挙管理委員会の中でも、

統合については話題には出ております。できれば７校時代の旧小学校区くらいまで

できればということもありますけれども、なかなか集落ごとの距離もありますし、

投票所を合わせた時の投票所をどこに持ってくるかということもありまして、その

辺りを今検討しております。ただ、統合については選挙管理委員会の中でも統合す

る方向で検討の方にも入っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。総

務課関係は以上でございます。最後に分館の関係を教育文化課長からお願いします。 

 

公民館の分館の制度について、区長会の席でも少し話をいただきまして、その後

の５月に行った公民館の役職委員会議の際にも少しお話をしたところです。地区の

事情によってやはり各分館の役員が高齢化して、なかなか成り手がいないとか様々

な問題も抱えておりますので、分館制度の見直しについてはまだ担当課のレベルで

はありますけれども、地区公民館に移行していくというのも一つの手だということ

で、現在検討しております。ただ、各地区の事情もいろいろ把握しなくてはいけな

いので、早急にできるような話でもなく、ちょっとこれには時間がかかるものと思

われます。地区公民館にすれば当然職員の配置もありますので、そちらの方は総務

との調整とかもありますので、徐々にこちらの方で進めていきたいと思っています。

ご理解をお願いしたいと思います。 

 

昨年のまちづくりトークの引き続きの回答という形でありました。その他にあり

ますでしょうか。 

 

今の中で何点か再確認したい。１点目は都市計画の見直し。これは地区の要望と

しては、都市計画の税を外してくれという話だ。なぜかといえば、前にも言ったが、

２０年前に都市計画税を導入する時の導入理由をもう一度調べ直してください。な

ぜ今宿を都市計画税の範囲にはめたのか。最初の都市計画税の創設の理由も含めて

見てみてください。なぜ今宿だけが区長からもあったように流雪溝も下水道もない

のに、２０年間も都市計画税を納税してきたのか、これからも納税しなければいけ

ないのか。 

具体的に言えば、流雪溝は今、流量調査をやっています。私が建設課長の時には、

もうある程度見えてきた状況だったんですよ。それから紆余曲折があったでしょう。

それにしても２０年過ぎている。その話が出てからも１０年が過ぎています。では

今後具体的に何年計画で整理をするんですかという話ですよ。でなければ都市計画

税はずっと納めっぱなしですか。そこをはっきりさせてくださいということです。

私が言いたいのは。だとすれば、流雪溝ができるまでの間、除雪の回数を増やすと

か、そういうふうな手立てを考えていきますとかでなければ、都市計画税を納めて

いる今宿地区と、その他の都市計画的に納めていないにも関わらず流雪溝が整備さ

れている地区との公平感というのはどうなるんですかと。私が行政に一番大事なの

は公平と公正だと思うんです。この公平性を欠いたら行政は成り立たないと思いま

す。我々が言ってるのはまともな要望です。正当な要望です。いいよね、どこどこ

いいよね、まともな要望だと思います。これが都市計画税を納めてないところが言

うのであればまた違うと思います。都市計画税を納めてるにも関わらず都市整備的
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なものができてない。一部異論はあるでしょう。側溝の整備をしましたね。ただ、

あれは流雪溝に使えるような側溝では実質ありません。当時の町長は、流雪溝に使

えるようなということでしましたけど、流せることは流せますけど、流雪溝ではあ

りません。 

下水道も合併浄化槽部分で補助金出してやっていますけど、まだ合併浄化槽でさ

えも整備してない地区民がいます。一番困るのは、皆さん分かるとおり、公共下水

道と合併浄化槽、あるいは合併浄化槽すら付けていないところ。そのところの側溝

の匂いを比較検討してみてください。どれだけ臭いか。合併浄化槽を付けたから臭

くないというところは一切無いはずです。そういうところをしっかり把握をした上

でどのように改善をすればいいのか、そのギャップを埋めていけばいいのか、それ

が困ってる、あるいは不平を感じている町民に対する説明責任だと思います。よろ

しくお願いします。 

あと、ちなみに言いますけど、投票所、これはちょっと勇み足だったと地区の役

員会でも話になりました。それはそれでいろんなメリット、デメリットがあります

けど、最終的にはそういう方向性でいくことだろうからという話にはなりましたが、

だとすれば、選挙管理委員会で今宿を統合しましょうという話が出たタイミングで、

なぜ他の横山、亀井田、さっき土屋課長からもありましたけど、いろんな距離感と

か場所の問題もありますけど、そこを１年間かけて吟味をして統合すれば良かった

でしょう。 

あの時みんな思ったのは、前の町長、自分のところを合併すると来なくなるから

しなかったんでしょうと、そういう話。これは一部の意見ですけど。そういうふう

に見られちゃうでしょ。そういうのも不公平だ、公平性に欠けているというふうに

私は思います。 

公民館の件は、公民館長としていろんな会議でいろいろ話を申し上げているので、

今後とも話をしていくが、一番の問題は運営そのものよりも施設をどうやって運営

していくのかという話で、今、補助金の創設をしてくださいと要望しているので、

これは来年度に向けてタイムスケジュールをしっかり作ってもらって、補助金の創

設をお願いしたいと思います。実態調査も今教育委員会でやっているでしょうけど

も、地区で所有権を持ってるところ、町で持っているところバラバラですので、そ

ういう建て方も含めて、これからの補助金の創設を是非お願いしたいと思います。 

先ほど言ったとおり、私は行政で一番大事なのは公平と公正だというようにずっ

と考えています。考えてやってきました。先ほどから町長から説明あったとおり、

いろんな事業がありますけど、一つ聞きたいのは令和６年度、町長が初めて行政に

携わるわけですけど、新規事業で一般財源相当はどれくらいですか、積み上げして。

補正等々、学校給食含めて。 

要は、言いたいのは、新規事業で補助金とか償還も含めて町の一般財源だよね。

補助とかはないから、起債ももちろん上げられないから。上げたとしても、中には

あるかもしれないけど。基本的には一般財源を充当するわけだよね。そうすると、

その一般財源というのは新規事業をすれば当然ながら今までにプラスアルファで出

ることになるが、その財源はどこから持ってくるんですか。交付税ですか、いや単

純には増えないでしょ。じゃあ基金を崩すのですか、基金しかないよね。となれば

財政調整基金がどんどん減っていく可能性あるわけなんだけども、それに加えて今
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学校建設の計画がずっと進んでるんだけど、議会の報告会でも言ったけど、３校を

１校にして統合したら学校数、学級数が減るわけだから交付税額が減るよね。どの

くらい減る、という話をしたのよ。多分需要額で７、８千万、もっといくかもしれ

ない、今の段階で。そうすると交付税も当然その分だけは減る可能性があるわけで

すよね。 

その時に、かかる経費が多少は変わるかもしれないが、維持管理経費も前から教

育委員会が説明しているけども、ほとんど今の分とそんなに新しくできる部分も含

めてそのペイになるね。そうすると交付税が減った分だけ一般財源が減るわけなの

で、さらに今言った新規事業で一般財源が増えていく。 

この財源は大丈夫ななんですかという話。１つは、町長が予算査定の時にそうい

う話をしたのでしょうかという話。今後１０年２０年持つんでしょうか。人口が減

れば、税収５、６億しかありませんからね、これだけどんどん人口が減っていくわ

けだから財源は大丈夫なんですか、ずっと継続していって。 

もう一つ心配なのは、若手子育て支援、いわゆる経済支援だよね。少子化対策な

んてまず不可能に近いと思うので、経済的な支援をしているんだけど、その若者層

に対する補助金なり支援と、高齢者に対する支援というのは、額的にもかなりアン

バランスになってきているね。 

新しい新規事業でできる部分もあるので、その中でも高齢者に対し、例を挙げれ

ば除雪の助成金があるけど、非課税の場合と課税の場合で差がある。片や子育て支

援の場合はほとんど全部万人が助成受けられる。これって公平なのかと私は思いま

す。だから助成するのは良いのだけど、経済的支援だとすればいろんな補助制度、

なんでもそうだけど課税、非課税様々あるのだから、その辺の検討というのはしな

くて良いのかなと。全国遍く医療費とか無償化等をやってるのがありますけど、こ

れは前から言っているけど、私は国の政策としてやるべきだということをみんな競

争みたいにやってきたのもあるんだけど、ここに来て町の色を出そうとしてやるん

だけど、そういうふうな公平性ってどうなんだろうというふうに私は思うので、改

めて今後継続していくのであれば、これからまだ差をつけるのは逆に不公平だろう

という声も出てくるかもしれませんが、もう少し吟味していった方がいいんじゃな

いかと思いますので、これは私の意見等々ですけど、先ほど町長から行財政改革っ

て話もあったのでその辺も含めて検討するものは検討するべきだろう。 

予算があればいくらでも良いんですけど、税収もほとんどない。あるのは交付税だ

けだと。補助金だって結局貰えば一般財源が何割かは出てくるので、継続していけ

ば継続していくだけ良いんですけども、いずれそれが単独事業となれば一般財源と

なってしまう。そこを全部ひっくるめて特に課長さんたちは考えてやるべきではな

いのかなと思います。 

それは行財政に関する問題ですので、後でもう１つ聞きたいことがあるので、皆、

行財政、町づくりに係る意見があると思いますので、それが終わった後によろしく

お願いします。今言ったことに対して町長からコメントをいただきたいんですが。 

 

はい。財政破綻しないようにもちろん進めていくつもりです。今後もこれから行

財政改革を含めて取捨選択が出てきますので、しっかりと進めていきたいと思いま

す。また、公正と公平という言葉がありましたけども、ただ、今、子育て政策をし
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っかりしていかないと、じゃあ、他の町に行って他のところで子育てするよとなっ

たら、もうどんどんいなくなってしまうのは分かるかと思います。今は高齢化４２％

ですので、もちろん高齢者の方々へのしっかりとしたサポートをしていくつもりで

はありますけども、子育て支援、子育て政策を進めていかないと、じゃあ大石田じ

ゃなくてもう隣の町に住もうという若い世代多いんですよ。やはり見比べて、じゃ

あこっち行くかっていう方々も多いので、ここはやはりしていかなければいけない

なと僕は思っております。 

 

それによって何を実現するの。転出者を増やさず抑えるためにっていうことであ

れば、それ以上のことをもうほとんどどこの市町村でもやっている。今上げてるよ

うなサービスはどんどんやってるので、比較検討したって大石田町だけすごいね、

なんていうことは無いよね。三川町だってそうだけども、そういうこと部分的にや

ってて、でももっといろんな副事業があるわけだ。ベッドタウン的なものがあるか

ら三川町に住むんだよ。そういうところも整備しなければ子育ての経済的支援を部

分的にすれば来るだろう、出ていかないだろうというのは、ちょっと単純すぎない

かなと私は思います。 

 

いえ。私は、そこは最低限のレベルだと思っております。 

 

はっきり言ってそのとおりなんです。隣の町でやっていて、うちの町でやってな

いとなれば、そっちに住んで助成をもらった方が生活しやすいというのが若い人の

考え。若い人がいない人は分からないと思うけど、うちにはまだ若いと言われるの

がいるけれど、話をすると自分たちだけでも村山市、東根市に家を借りて、あるい

は建てて向こうから通おうかなという話まで出てくるのよ、はっきり言うと。 

最低限やらなければいけないのは、このエリアの中での平準化、標準化というか、

そういう形での施策をやっていかなければだめなんだというのを私自身感じます。 

高齢者高齢者で今までずっと来ていて、高齢者が住みやすい町というので、これ

までずっと過ごしてきたけど、高齢者は動かないんだ、動けない。 

でも高齢者の福祉はもちろん必要だし、若い人の話もやっぱり聞いてみて、こう

いうのが欲しい、やってほしいっていう施策があれば、やっぱり財政面を考えなが

ら実施していく、そういうリーダーであってほしいなと思います。若い人がいない

人は分からないと思う。実際、子供を育てるのには金がかかるんだ。役場の給料じ

ゃ１人だけじゃ育てられない。２人でもいないと。そういう子供を育てるのは本当

大変だなというのを今改めて感じるものだから言うところです。 

公平公正っていうのはそのとおりあるべきだ。でもそれだけではないんじゃないか

なと思います。まあ、これは私の考え。 

 

高齢者分の介護保険だってそうだけど、 ６５歳になったので介護保険料が来たん

だけど、正直言ってびっくりしちゃった。えらい高いなと、一気に来るからね。 

まあ、これも県平均とか凸凹からすると相当レベル違うんだよね。これがさっき言

ったとおり支える人、納税者も少なくなっている時に、じゃあかかるものはほとん

ど単価にすれば変わってないぞとか。じゃあ、まだ保険料も上げなくちゃいけない
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ということになると思うんですね。 

そういうときに、国県町の方から出す分もあるのだけど、保険料、高齢者の負担

だけがどんどんと増えていくようになってしまうのは困るなというところもあるの

で、そういうところもしっかり考えながらやってほしいなと。世代間の交流という

のは、そういうところなのじゃないかと私は思うので。 

 

その辺は財政がしっかりしているから大丈夫じゃないか。 

 

いやいや、そう言われるとあれなんですが。やはり一般財源だけでそういう継続

的な事業を一旦始めてしまうと途中でやめられないということは確かにありますの

で、新規に始める際には可能かどうかということを十分に見定めながら、当然町長

の考えもあるでしょうし、財政的なことも考えながら、その辺は町長と調整しなが

ら進めているというふうなことでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

日本国中、少子化支援やっているけども、外国でもやってるって言う。もう韓国

でも日本でもやろうとしてるもの全部やっても合計特殊出生率が伸びないって。そ

ういうところもやっぱり、しないよりはいいだろうと分かるんだけど。 

 

ありがとうございました。では、その他にございましたらお願いしたいと思いま

す。 

 

町の方向性については、今後お願いしたいと。現実問題的な部分で先ほどから去

年のまちづくりトークで出た案に対する返答が今いっぱい来てますが、ほとんどが

要望します、検討しますの段階です。１年たって何をしてたのって言いたくなる。

特に県との絡みのやつが全然進展してませんが。副町長さん、県出身ですよね。何

でできないのと。 

あと町長に問いたいのは大石田町の入り口ってどこ。あなたから見て大石田町の

入り口ってどこ。 

 

今宿です。 

 

今宿来てっから今宿って言わせたいんじゃないよ。高速の ICをあそこに作ってか

なり利用してます。大石田に入ってくる時の道路、ゴルフ場のところまで非常に綺

麗になってます。そこから先全くなってません。最近は、虹ヶ丘からの、木が鬱蒼

としてきてかなり道路まで出てきています。あんなところに入ってくる人が本当に

この先に町あるのかと思われる。なんでそれを県にやらせないの、県がやらなきゃ

自分らでやらないのと私は思っているんですよ。 

そうした中で今宿の住民も、昔ほどではないけれども、昔はもっといっぱいいま

したから、みんなで草刈りしたりしてましたけれども、やっぱりマンパワー的には

かなり落ちてきています。そこまでできなくなってきている。 

先ほどちょっとここに来たときゴミの話もしてましたけど、ポイ捨てはけっこう

います。その辺をどうやってくれるのってのが、去年これでいろいろ質問した中で
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の回答が全くなってません。検討します、要望しますの段階で終わってます。一体

県と何やってんですかと言いたくなりますよね。まずその点について１点どうぞ。

どう考えます。県に要望をしに行ってんですか。文書でただやってるだけですか。

吉村美栄子連れてきてますか。してないでしょ。どうなんですか町長。 

 

連れてきてないです。 

 

入口をあれだけ乱雑にしていて、やっぱり大石田に、来る方は団子なりそばなり、

まだいっぱいいますけれども、どう思っているんでしょうねっていうのは思いはし

ます。一番暗いです。今宿に入ったところが。３４７にしろ尾花沢のＩＣから来る

方向と比べても、そこをどういうふうに考えているのかなと。どうします。明日に

でも県に行っていただけますか。あなたにそこまでの行動力ありますか。どうでし

ょうか、そう言われたら。 

 

都合が合えば何回でも行きます。 

 

やっぱり。資料にいろいろ書いてますけれども口だけですねっていう風に取られ

ないためにもう少し行動していただかないと。 

 

色々行動はしています。 

 

でも見えない。もう一つ言いたいのは情報が全然出てません。町のホームページ

もさっきのネットとかＤＸの関係でも言ってましたけれども、ホームページが見に

くい。どこに何があるのかよう分からない。なんぼ入っていっても。あんなんでよ

くやってるなって。ＤＸ推進でまちづくり推進課長さんがＤＸの推進員になったよ

うですけれども、前からそれ俺が役場にいた時から言ってんだけど、全く進歩して

ないですね。情報発信に関してもそれをもっと改善していかないと、町民向けのさ

っきの子育て支援であり、老人支援でもありますけれども、分からないじゃないで

すか。町政懇話会でも言われてましたよね。違約金の問題で、何でもっと紙ベース

にしないの。検討しますで終わってるでしょ。なんで紙で出せないの。そういうと

ころもありますね。最近やっぱ情報発信がなってないです。確かに先ほど町長さん

がおっしゃったＬＩＮＥを登録してます。メールも入れてます。イベント事はいっ

ぱいきます。熊出ましたぐらいはきます。でもそれ以外の情報って何もないですよ

ね。なんでなのっていうふうに俺はいつも疑問に思ってるんです。その辺のところ

もお願いしたいなというふうに思います。もっと紙を使ってください。年寄りはや

っぱ紙でないと分らないんです。６５歳以上の人が４６％も高齢化率なってんでし

ょ。ということは約半分の方が高齢者ですよね。その方たちがどうやってネットと

かそういうので見れるんですかね。それを考えればもっと紙出さなきゃならないん

じゃないですか。 

で、この紙の問題もいろいろと言いたいことあるけど、印刷物がかなりいっぱい

来ますよね。来ますけれどもこれといった印刷物ないんですよ。最近の広報何が何

だか分かりません。情報が出てません。もう少し情報を出してください。あなたの
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考え、町長の考え方でもいいです。コラムは書いてますから考え方になるかどうか

分かんないけど。そういうところがあります。まずはその２点を一つ言っとくか。

あと最後にまた時間があれば。 

 

県道のあそこのごみ、草刈りもそうだけど、維持管理に関しては特にごみが感じ

るようになった。ごみも、前はそんなに多くなかったのに。最近、春先なんか草む

らの中にこんな黒い袋に２つもペットボトル放り投げられた。そういうのがあった

ので、それ以降、私自主的なんだけどクリーンアップの時、あそこはもう年に１回

しかやってないからね、その時にぐるっと回って。こういうところにかなり投げて

いくのよ。それを放置しておくとそこにまた投げてくのよ。前に県にも言ったけど、

町にも言ったかな、カーブのとこ、あそこにごみ投げられたのよ。県に言ってやっ

たら、そしたらその時はすぐ来た。パトロール来て全部ゴミ拾いますって拾ってっ

た。だから、ここだって本当はパトロール来てるはずなんだけど。缶１個１個なん

て拾っていかなくていいんだけど、ゴロッゴロッていうのだけでも拾っていけよっ

て俺は言いたくなるんだよね、少なくとも。 

ただ、そういうのをみんなも、町長も含めて、あそこ通ってるわけだ。そこでゴ

ロッゴロッってのとか草こんななってたら、ちょっと酷いなって建設課長あたりだ

って思わないのかなって思うんだよね。 

俺のときは草刈りぐらいちょっとしてくれよって言ったと思うけども。酷くなる

とやっぱりゴミを投げられるっていうのもあるので、県にはパトロール来た時ちょ

っと見て、ごみ大きいのがあれば拾ってくるとか。あと堤防沿いの路肩、ちょこっ

と草刈りして行ったけどあとしていかないのね。なんで半端していくんだと思うん

だけど、そういうところの県とのそのやり取りっていうのはやっぱりしていかない

とだめなんじゃないかなと思うな。 

さっき、たまたまホームページのやつあったけど、まだお雛様と桜と水芭蕉なん

だけど、全国発信するのにちょっと恥ずかしくない。実に恥ずかしいと思います。

こんな真夏だよ。課長方も誰も見てないのかって思うんだよな。副町長見てどう思

う。今、春だよ春、大石田町春真っ盛り、ホームページが。ありえないでしょ。 

じゃあもう一つ。前も言ったけど、広報誌の表紙に子ども載せるのに、ただ１人

載せるのはどうなのって前言ったんだけど、ネームを消して載せるってだれも思わ

ないのかな。情緒力なさすぎ。ネームここにあるのをぼやかして隠してるんだぜ。

それが写真載ってるんだぜ。あれは何のため。その子を際立たせるのはいいんだけ

ど、ネーム隠してまで載せる。ちょっと考えればこれっておかしくないかと思わな

いかなと思うんだけど。もう少し考えるべきなんじゃない。そういうところ。私は

そういうのを情緒力って言うんだけど、浅すぎるなって思うな。 

これ何回も言ったよね。他の人からも言われてるはずなんだけど、１人だけ際立

たせて載せてるのはどうなのか。 

もう１つ例を挙げれば、小学校の入学式の時に着飾ってお母さんもお父さんも子

供連れてくんだけど、１つの家族でバンッ。選ばれし家族、私たちは何なの。そう

いうことを感じない情緒力のなさ、実に恥ずかしいなと。 

あと、もしなければ私の今日どうしても聞きたかった言いたかったことです。い

いですか。じゃあ言います。今回の虹のプラザの公金の紛失の問題です。町長にお
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伺いします。教育委員会の問題ではないので、町長にお伺いします。 

なぜ今もって被害届けを出さないんですか。議会でも再三出すと言ってて、その

都度言ってますが、はっきりした明確な理由がないと私は思いました。まず１点、

なぜですか。もう半年１年だよね。実際には発覚したのは１年半以上ですよ。 

涌谷町は発覚してすぐに被害届出しています。 

２点目、合意文書というのは何ですか。議会で言った合意文書。相手方との合意、

相手方というのはどういうこと。公金の紛失なのに個人で合意文書を交わすという

のはどういうこと。 

公金だよね、公の金。それを補填する云々の話を含めて、弁護士の意見があった

らしいけども、合意書を取り交わした。それを議会には提出されなかった。議会に

提出されないような合意文書が公金紛失しているのに締結をし、さらに公にできな

いってどういうものですか。何ものですかその合意文書とは。 

３点目、６２万もの金が紛失したのに、地方自治法に定める監査委員に対する監

査請求していない。これ自治法違反じゃないですか。 

なぜ、監査請求を出さないのか。出す必要がないんだったら、それを明確にした

理由を含めて今回のここでは無理でしょうから、後で回答として出してください。   

あの規程は、することができるようなって規程じゃないんです。監査請求をしな

ければならない。公金なりを紛失した事実があった時点で、誰がどういうふうな事

実があったのか、損害額はいくらなのか、誰に損害を賠償させるべきなのか、それ

を全て監査に請求をしなければいけないはずなのにそれをしてない。それなのに、

その関係者だけで６２万もの金を補填して終わっちゃってる。 

４点目、６２万という金が明確になっているということは、帳簿なりとはっきり

照らし合わせたら６２万なりが足りませんでしたって話ですよね。 

ということは予算編成の段階で、これ議会にも話聞きましたけども、補正予算で３

月に５０万ばかり減額しているということは、収納に差異も何もないっていうこと

だから、予算とこの帳簿が合ってるという話だよね。だと帳簿は６２万なにがしが

少ない金額で作り替えられていると。これ公文書偽造じゃない。 

でなかったら６２万円足りませんなんてあるわけないし、収入未済で決算に出て

なくちゃおかしい。偽造か、改ざんか、破棄しているか。でなければ、この金額で

はおかしいと思う。ということは、間違ったという話じゃないはずなのね。無くな

っているっていうのは明らかだから。ということは誰かが作り変えたということ。 

作り変えたことは分からない話じゃないよね。分かったから６０万出てきたわけだ

から。ということはその時点で、公文書に関するき損なり偽造なり破棄があったと

すれば、これ犯罪だから警察にそれだけでも届け出しなくちゃいけないんだよね。 

公務員の義務だから、犯罪見たら。分からないわけないんだから。これも地公法違

反だよね。 

まして、それが事実だとすれば、誰か偽造改ざん破棄した人間がいるという話に

なる。それはこれから出てくるでしょう。それを有耶無耶に今までずっとしてきて

いるとしか印象を持たれない。隠蔽も何もしてないと言うんだけど、これこのまま

行ったら「した」だよ、隠ぺい「した」。警察に被害届出さないこと自体おかしいで

しょ。警察が、人事がどうのとか弁護士と相談したとかなんとか言ってるらしいけ

ど、警察関係者に聞いたら、被害届出したらよっぽどのことじゃない限り受理しま
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町長 

 

参加者 

 

 

町長 

 

小林教育

すよ、捜査するしないは別だけどね。おかしいでしょ。６２万だよ。涌谷町は１０

何万で議会だって町民だって経過報告も全部正面に出して、ホームページにも出し

て、町長は任期中５０％減給、他の職員も全部監査請求受けて、請求額なんぼ、誰

さなんぼって全部決められたんだよ。 

とりあえず６０万穴開いたから補填しましょう。決算にも資料にさえも何にもな

っていないのに穴埋めしましょうって話、誰が決めたのそれ。町長が良しって言っ

たの。弁護士が決めるって話じゃないよ。弁護士の前にいろんな法令関係、刑法関

係、全部違反があるわけ。弁護士頼む前に事務処理できる話なんだよ。 

多分、弁護士同士で話させたからおかしくなったんでしょ。誰がっては言えない

けど、横領とか何とかってのも、その時点で被害届なり出せば明らかになったはず

なんだよ。その前にぐちゃぐちゃにされて、だから合意文書なんて話が出てくる。 

合意文書って本当に何。議会に出してよ。出せないような合意文書作ったって、だ

れが個人的に作ったのか。町長が良しって言ったのか。 

個人で合意文書って何で作れるのか。公金だべ。誰かの家にある個人的な金が無

くなったってことと違うよ。公金６０万も無くなってるのに合意文書交わして６０

万円それで出し合いましょうって、退職した人も含めて。ありえないでしょう。 

これ全部経過報告含めて明らかにしてね。全部明らかにしますって言ってるのだ

から。議会に出して引っ込めたってどういうこと、経過報告書を。まだはっきりし

ませんから。その都度経過報告を出して、それで追加で行くんでしょう。涌谷町の

やつよく見てよ。１０何万でやってるんだよ。６０万も金無くなって、じゃあ町民

まだ疑われてるのね。誰かあそこに町民入っていって金盗んだんじゃないかって。

あそこ我々の公民館、中央公民館だよ。お前達も疑われてるんだろって皆言われて

いる。町民皆今疑われている。まだ金がどこ行ったか、分からないんだ。 

議会に報告してから半年、その前に発覚してから１年、さらに中でぐちゃぐちゃ

してから２年近くなる。そんな話ある。まだ被害届出しません、できません。出す

気があるのか。警察がまだ不備だなんとかって言ってるのか。じゃあ俺警察に聞い

てみるよ、監査室に。 

 

まずは聞いてみて。 

 

詳細については担当課長から説明させます。 

 

詳細はいいです。 

 

詳細を説明しなければ分からないのではないですか。 

 

町長が今どのように対応してきたのかというのも含めて聞いてるんだ。町長が答

えるんだ。最終的には町長なんだよ。教育委員会じゃないんだよ。 

 

まずその流れ説明させますから、まずそれを聞いてください。 

 

被害届については出すべくして警察の方と相談しています。被害届というのは、
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まず出す前提として、犯罪の被害に遭いましたという申告になりますので、犯罪で

あるという証明はこちらの方でしなくてはいけません。被害届を出すにあたって、

いつ何がどのようにして無くなったかということも報告しなければならないんです

けども、まず紛失ということで犯罪で無くなったというふうに確定するべきものが

無くて、まずそこが被害届としての要件を満たさないということになります。いつ、

いくら無くなったかというのがはっきりと分からない。何月何日にいくら無くなっ

たかというのが分からない。これがまず被害届として警察の方で受け取れないとい

う事情になります。 

 

いつ無くなったか分からないって、もう１年以上も内部で放っておいて、そして

出納にも納金もしないで。ずっと調べていると言って、いつなんぼ誰が納めたかっ

て全部分かるでしょう。 

 

はい。 

 

 

いつ入金なったかって分かるでしょう。それがいつ無くなったかってことは、納

めた日からそれ以降だけの話のはずだろう。 

 

１年半の間に６２万円という金額が無くなってるんですけども、この月にはいく

らこの月にはいくらというのは分かります。いくらの収入があって、いくら納金に

なってる。この分差額があるというのは分かるんですけども、それが何月何日とい

うのが分からないと・・・。 

 

何月何日が分からないとなんて警察で言ってるのか。 

 

はい。 

 

 

それ尾花沢警察署で言ってるのか。 

 

 

はい、そうです。 

 

 

じゃあ聞いてみましょう。 

 

聞いてみてください。 

 

 

これが分からないと受理できませんって。 
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受理ができないのではなくて、それ以前としてまず犯罪であるというふうな、前

提が・・・。 

 

犯罪って、紛失してるんでしょ。 

 

なんで何月何日も分かんないの。何調査しったのお前。 

 

何月何日は分からないです。 

 

 

何で分からないの。 

 

どの部分がなくなってるかがはっきりしないからです。 

 

 

６２万ってどこから出てきた、じゃあ。 

 

トータルから出てきました。 

 

 

トータルってどうやって出したの。 

 

積み上げです。何日何日にこう、いくら受け取ったっていうのはあるんですけど

も。例えば、１月１日から１月３１日まで利用者から受け取ったっていうふうな記

録があるんですけども、それを１か月分まとめて入れてます。１か月分まとめた際

に、その１月１日から３１日までの間の例えば１０万円だとして入金したのが７万

円だったと。この３万円がどこの時点で無くなってるかが分からない。 

 

入金する時点でっていう話しかならないだろう。 

 

それは警察の方に聞いていただければ。 

 

無くなった時に、その１週間のうちにいつなんて言われたって分かるわけない。 

それを証明するなんて無理な話だべ。 

 

ですので受理できないというふうな話で・・・。 

 

 

受理できないじゃなくて、お前ら証明さんなねべ。そこまで分かっていて、使用

日が分かるのだから、そこの人がいつ納めだっていうのを一つ一つ見ていかないと

いけないだろう。 
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一つずつ積み上げてきてますから。 

 

 

推測でつくるしかないだろう。納める人が納めて、その次の日無くなってたとい

う話にしかならないだろう。 

 

警察ではそのような話ではないとのことだった。 

 

 

そんなことないだろう。だとすれば、ずっと気付かなかった、あなた方の落ち度

になるよ。 

 

話を今聞いた。説明終わり。 

 

被害届については終わりです。 

 

 

それについては、警察に聞いてみましょう。議会でも言っているから。 

 

それを受けて被害届を出さないのか。 

 

今それは任せてこういうふうに分かりました。 

 

なぜ任せるのか。一年間も。任せてると言えないだろ。 

 

被害届けを出すようには指示されてますので出す旨、警察の方には。 

 

 

今の話だと出せねぇって話だよ、永遠に。 

 

そこを今警察の方といろいろ証拠を警察の方にも提出していて、警察の方とそこ

は調整しているところです。 

ということはだいたいこのぐらいだったらと良いよという話までいってるって事

か。帳簿があるだろ。だとすれば、次はという話に持っていくしかない。じゃない

と、警察はこちら側についてくれないだろ。 

 

警察の方でもいろんなこちらの方の使用申請書とか使用許可書とか使用報告書と

かそういうのもコピーを全部持って中身の方を確認しながら、あちらの方でも話を

進める・・・。 

 

そんなことしてたら、大変な責任の問題だと思う。時間が経ったから分からない

となって。 
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それが分かるかもしれないような対応を今やってるので、そこについては今警察

の方と相談しているところです。 

 

出せないじゃなくて、出すようにか。 

 

出すようにです。 

 

 

合意文書については。 

 

その６２万円を補填する。補填した人たちの間で誰がいくらというふうな合意の

文書を交わしたものです。 

 

誰が決裁したのか。 

 

決裁はしてないです。個人間の合意文書になるので。 

 

 

いやいや公金だろ。管理者だけで合意文書、私文書を作って、もし４人なら４人

押して雑入に混ぜる。決裁しないで勝手に補填させたのか。ありえない。自治法違

反だろう。 

 

弁護士の方に相談して、弁護士の方と確認をして、これで大丈夫だということで。 

 

 

ちゃんと調べたのか。他の団体も調べたのか。自治法２４２条の３でやっている

ところ。これは何でやってんのか。 

 

そこは自治法じゃなくて民事上の解決法ということで。 

 

 

民事上じゃなくて、自治法が先だろ。 

 

自治法とか民法とかも含めて相談した結果で。 

 

 

市町村課とか総務省とか確認したのか。 

 

そちらには確認していない。 

 

 

なぜしないのか、行政事務する上で、弁護士の前にこういうやり方がいいんだろ
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うと確認するのが、あなた方の仕事だろう。この後に弁護士と相談してどっちが良

いとか、こっちでやるべきだとか。自治法上に違反しているのかを市町村課とかに

確認して、それもしないで、合意文書を作りましたというのは違うだろう。 

 

合意文書を作ったのを町長は知っていたのか。 

 

利用者が収めた利用料金が入金されてないってことは、紛失したのであれば、預

かった者の責任で入金するという考えでさせていただいた。自主的に早急に補填す

る必要があるのではないかと考えました。 

 

じゃあ、合意文書を公開してよ。ほかにも相手方のことも書いてあるということ

も書いてあったと聞いた。 

 

確認します。 

 

 

あの会見を開く回答の内容も町長は知っていたのか。あの会見は全県的、全国か

ら注目を浴びていると思う。無くなった注目じゃなくて、すごい判断をしたよねっ

ていう。自治法上とか、民法とか弁護士とかってやり取りしてるけど、それをおい

てもすごい会見だよね。それを分かって町長はさせているんだよね。おかしい。 

涌谷町の監査報告書を見ると分かるけれども、こういうふうに自分たちで、関係

者で金を預け入れ補填した。これについては地方自治法違反だし、補填したように

見えるというのはこれはありえない話だと指摘されている。 

さっきの情報発信じゃないけども、やっぱりあぁいう会見をするんであれば、ど

ういう事件が起きてどうなってきてで、どういう判断のもとにこういう会見まで行

ったっていう、一連のよ、やっぱりものを情報として出さなきゃ全然出てない。 

併せてもう一つ聞きたいのは例の汚職問題とかね。あれもネットに出てるよ。事

実関係が裁判がこう出ましたかにでましたと。で、繰上返還もこうしますとか。 

で、結果として、じゃあ町長判断として何すんのっていうのが出てない。言ってる

意味分かるか。最終判断で要は当事者がいるわけだ。こっちはな。談合問題は事件

としてなってるわけだから。時系列的には出ている。トータルしていくと違約金が

来たから、間に合ったということを言いたいんだろうけど。結論は言っていない。

結果的にその当事者に対しては何にも罪を問いませんよとか。何もしませんよとか。

町民はそういうふうなことをどうなったんだっていうのを知りたいんだけれども、

そこが無いよね。 

だから、去年の村岡町長さんにもそこら辺言っちゃったんだけども、それについ

てはしっかり文章を持って皆さんに出しますよと言っていた。出ていないけれど。

さっきの６２万の紛失問題とこの違約金問題と合わせて町として、やっぱり町民に

対してもっと情報をしっかり出して、結論的に町としてはこれこれこういうことで、

その違約金問題は解決させますとかよ。そういうのが無いんですよね。そういうこ

とをもっと情報発信をしっかりして、そこが俺さっき言ってる情報が全然できない

ってのはそういうことですよ。ものすごく重要なことが全然出てない。もっとその
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辺のところをしっかりと情報を分かりやすい形で紙を使わないとダメです。いろい

ろネットでやった方がいいところも確かに今の流れですからいいんですけれども、

やっぱり町民の半分が年寄り、高齢者なんだから紙もしっかり出さないとやっぱり、

情報を取れない方がいっぱい出てくるわけです。 

だからさっきの話じゃないけど、色々疑心暗鬼がいっぱい町民の中に出てます。

何言ったって駄目なんだっていう思ってる人がいる。あと、堤防問題もつつかれて

る。さっきの橋の架け替えもそうなんだけども。あれで町民どれぐらい残るんです

かね。あの方たち６０世帯。約４００名。さっき、子育て支援でここから出さない

ようなためにはみんなと力を合わせてって言ってたけども、その施策も見えない。

あとこれさいろいろあなた方が作ってくれたパンフレットあるんだけども。じゃあ

それならば高齢者支援、障害者支援も子育て支援と同等に、他の市町村でやってる

ことをどんどん取り入れなきゃなんないんじゃないのと言いたくなんだけど、全然

やってねえじゃん。子育て支援は何とか行こうとしてっけども、高齢者支援、障害

者支援そこまで到達させるのにどういうふうにするのですかね。それも聞きたいと

思ってたんです。子育てもそうだけど、高齢者支援、例えばワクチン接種にしても

他の市町村でいっぱいやってんですよ。で、それをワクチン接種の助成金なんてい

っぱいあるんですよ。子育てをそういう風に他の市町村とも同レベルまで持ってく

るんだとすれば高齢者支援だってそこまで持っていかないとおかしくなる。障害者

支援も同じですよ。これを渡されるたびに思うので、他の市町村でやってるのがい

っぱいあるのに全然無い。子育ての方はかなり出てきたけども。なんでなの。やっ

ぱ同時進行的にやっていかないと、財政の問題あるにしても。だから子育て支援だ

って、どっちが今優先ですかねみたいな形で行くんであればね。そこが町長の配慮

としてのやっぱり町長の決断力の判断力だ。そういうのしっかりしないと、こんな

アンバランスな行政やってて何なのっていうふうには思いがしますので。そこのと

ころをお願いしたいんですけれども回答してください。 

 

僕自身もその高齢者支援、介護支援もしっかり勉強して、令和７年度であったり、

８年度であったり、しっかりとしていきたいと思います。 

やはり、私自身の家もうちの親父は介護食というか、嚥下食で普通のものが食べ

られない状況です。そういったやはり私たちも支援して、そういう家族としても見

ていますし、また、うちの母親も倒れてしまい、ちゃんとした歩きができないよう

な状況もあります。決してそういった高齢者だったり、介護を必要とする方に対し

て全然支援していかないというふうには全く思っておりません。そこはしっかりと

ですね。あそこはもうもちろん先ほどから言っている、おっしゃっていただいたよ

うに、もう両輪と思って、しっかりそこは進めていきたいと考えております。 

 

さっきの公金の問題はどこ行ったの。お金、横領なかったの。公文書偽造改ざん

がなかったのか。 

 

そこは現在調査している。 
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ところで、金はどこか。無いんだから、結論出ないわけないんだから、出さない

わけにいかないんだから。一番ポイントになってくるの辞めた人間がいるってのが

すごい引っかかってるんだよね。みんな周りの人間が。でなければ誰かがどっかに

盗んで持っていったのではないのか。それで終わりになるのであれば違うんだけど。

そこさ絡んでるからさっきの合意文書、相手方の弁護士、全部何って。公正なのか。

不正がないのか。さっき●●さん言ったけども、贈収賄しかり。損失が無かったな

んて一切あり得ない。最終的には、議会では一般財源に色付いてるって、髙橋副町

長がそこだけ認めたけど。当初は、特定財源、特定財源ていう答弁してたんだけど。

あり得ない話だ。考えれば分かるでしょう。何が市町村課の決算統計の担当が教え

ましたって。あり得ない。国でもそういう答弁しているのに、一般財源て答弁して

いるのになぜそうなるのか。判決文も全部見せてもらいました。あれを見たときに、

なんで２５％に虹のプラザが制限かけられたのか、なぜ、分署が７０％に制限かけ

られたのか。あれ全部見て金額出してみてください。損失が分かるから。虹のプラ

ザ２５％分で１億、分署は７０％、７５％だと私は思うんだけど、７０％になって

いるが。でも、あの分のプラス ２５％が副町長が関与したから減額しますよという

ことだから一応１，６００万円かな。合わせて１億２，０００万ぐらいの損失です

よ。これは話にしかならないけどもね。業者からその分、制限率かけられないでこ

っちは５０％、こっちはもう５０％もらえたはず。よく判決文見てみてください。

絶対損失ですから。裁判所がちゃんとあぁいうふうに町の損害額を出してる。よく

読み下してみてください。分からないなら弁護士が本当は裁判所に聞かないといけ

ない。読んだら分かる、計算したって分かる、計算していくと全部出てきます。そ

ういうところを全部審らかにして公正に調べれば、損害がありませんなんていう言

葉は出さないはずなのに、議会も議会で何にも追求できない。議会報告会でもそれ

は指摘をして、よく調べてくださいって言って、議会のまとめたやつを議会が出す

っていうから、私のやり取りも多分出てくると思うんだけど、あれをひっこめたの

では議会もおかしくなるからね。そういうふうな公正な処理をしましょう。町民の

不信を招かないようにしましょう。 

 

とにかく処理経過と事実経過をこれ全部を町民に出してください。とにかく文章

化して分かりやすくして。よろしいでしょうかね。前の町長さ頼んだけど、結局出

さないまま行っちゃったからな。 

 

本当は役場ＯＢが言うべきいうものじゃないだろうけど。ちょっと酷いのであえ

て言わせてもらいました。 

 

さっき、職員の挨拶についてですが、良くはなってないです。我々の時の方が良

かったです。はっきり言って。それと合わせて職員が地区の中、町の中に出てない

です。特に保健福祉課、保健師があれだけいて、地区回りなり、家庭回りってして

るのか。させてるか。高齢者宅、子育てしなきゃならない家、どうなんですかね。

どこまで把握してますか。 
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具体的に何件などは分からないが。 

 

 

保健師何人いるの。 

 

４人です。 

 

 

それだけいて、なんで活動しているのが見えないのか。全く見えない。うちの隣

と隣さんは一人住まいの家が３軒ある。1 人はまだ６０代の初めで若いからいいけ

ど。２人は高齢者で、７０歳くらいで、一人はもう埼玉に行って亡くなっちゃった

からあれだけども。でも保健師さんが訪ねてきたって話は一切聞いたことない。何

してんのかな。職員さんが動いてないです。地域の把握も多分なってないです。 

今宿地区の除雪がどうなっているかとか。都市計画税取られているなら、１日２ 

回ぐらい除雪来たっていいじゃねえかって言いたいとこだけれども。朝７時半に来

たらあと来ないですから。明け方まで６時の時に一尺降っても来ないですからね。

だんだん雑になっていってます。除雪はとにかく。丁寧さを欠いてます。それだけ

職員が見てないってこと。その割には排雪なんてのはやってます。今年も雪がろく

に無いのに排雪しました。馬鹿野郎の世界だ、お前。あんな雪で排雪しても何なん

の一体。建設の事業主が儲けるだけ。こんなバカなことしててお金無いって言って

る割に何に金かけてるのかなって。町長聞いてますか、そういうの。除雪の状況と

か、回数とか、どういう時に行ってどういうふうにしてるって。除雪って何時から

しているか知ってるか。１時半に来るよ。そっから雪降るともう一尺積もってる。

そこからさっきの家庭用除雪機で飛ばしてから家出ているんだぜ。 

そういうところさ、２回ぐらいしてくれたっていいんじゃないかと思う。全部ず

っと回ってから最後にもう１回除雪していくとか。そういう丁寧さが除雪じゃない

かと思う。まして、今宿なんか都市計画税で払ってんのに何の恩恵も無いんだから。

その金払ってる分ぐらい返してよ。そういう把握してないでしょう。 

 

２回はそうですね。回っていないです。 

 

 

職員が分からなければ業者なんてするわけない。言われないことをする業者なん

ていないから。そんな丁寧なオペレーターなんていないし。結局、職員が地域に出

て、見てないから、そういうことが起きてくるんだよ。町長さん、あなたがさっき

はなんか知んねえけど、挨拶は良くなったなんてバカなこと言ってけども。地域に

とにかく出ていない。それだけ地域のこと分かってねえよ。そんな職員作ってどう

すんの。挨拶もだけども、とにかく地域に出させなさいよ。そういうふうにしてく

ださいよ。それが一番だと思います。職員がやっぱり感覚研ぎ澄まして、それを拾

い上げていけば忙しくなります。さっきの話じゃないけど、やっぱりそこまで大石

田町って考えてやってんだってなれば人結びつきます。そういうことを一番やって

ね。だからみんな出てくるんです。東根市にしろ、まだ村山市の方がまだそこに向



- 23 - 

 

 

参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青藤保健

福祉課長 

 

 

 

 

 

参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いてます。 

 

子育て支援の方にもどんどん増やしてきたのは、たまたまコロナにぶつかったか

らね。それあるんだろうけども。前町長にもとにかく思ったんだけど、これだけ保

健師を増やして、何を実現するのかな。施策をするんだけど、それに基づいて何を

実現するのっていうのをずっと言われ続けてきたのに、町民の幸せって何なのか。

４人もいたら、高齢者の医療費を県内で一番低くしましょうとかで何が見えてくれ

ばいいんだけど、あの４人体制で何が変わったのかなっていうのが一番なんだ。 

保健指導活動もこれだけやっていますよ、それに基づいて医療費が低減します、そ

れを実現しました、そういうところが見えないから、あの人は何しているのか、な

んでってしか見えないのかなって思う。 

人を増やしたら何を実現したいか、目標ってなんなのっていうとこじゃないのか

な。そういうところをもう少しやっぱり見せないと説得力がないと思う。やります

だけじゃなくて、じゃあ何年か後にはこうしますよとかっていう、そういうふうな

目標を数値で評価をしていかないと人口もどんどん減っていく、少子化も歯止めが

かからない。何のためにそれやってたのやってきたのっていうふうにならないのか

なということもあるんで、何かを実現するんですよというところをやっぱり見せて

欲しいなと思います。だったら２人で良かったでしょっていう話になってしまうと

思う。 

 

今年度がちょうど健康づくり計画の第３次になるんですけども、その中で今おっ

しゃったことが計画に際して、助言をいただいたというふうに理解をしまして、今

年作るような状況ですので、これまでの計画の中でも子育て支援センターなど話を

してますが、児童保育と小学校と乳幼児の児童福祉の方の連携みたいなことも強化

してみることで国の方でもなってますので、そういったことの対応なんかも計画の

中に入れ込んでいって準備していければなとは思います。 

 

人が動く計画を作りな、とにかく。一つは職員が地域に出てくっていう計画な。

この結果で住民が喚起されていくという計画を今作んないと。大石田って昔のまん

まのやり方で全部やってるんだよ。母の会にしかり、健康推進員にしかり、その方々

に地域の中を何とかしてくださいよというやり方でやっていて。今こんなことでき

る時代じゃない。高齢化率４４％といったけど半分が６５歳以上でしょ。動けない

よ、みんな。だから健康推進員だって大変になってる。母の会だって行けなくなっ

てる。じゃあ、職員にやれっていったって職員が大変だよね。じゃあ、職員がそこ

で考えてどういうやり方をしましょうと変えていかなきゃ今の世の中に合わせて。

それをしないで、まだ昔のマンパワーを使おうとするみたいな形ではできるわけね

ぇよ。そこをやっぱりどう変えるっていうところがさっき言った計画なのね。極端

に言えば文書なんていらない。とにかく人が動くことをすればいい。あなた方の組

織の中でどうすれば町民に喚起できるというのを考えて、動いていけばいい。そう

いうふうな方向に持っていかないと。とにかく県が動かない。県は必ず市町村を通

してくださいって言うが、はっきり言って逃げだ。 

それでも我々がまだ入った時、県は本当に市町村がそうするんであれば、これだ
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課長 

 

 

 

けの支援をしますからとものすごくしてくれました。県も計画だなんだって言って、

机の上で仕事ばっかしているけれど。地区を巡回するのも業者だから。だから業者

さんは住民からもそれが県に言われると怖いからやるんですよ。ところが県職員さ

言ったって動かないですよ。今宿の除雪基地も県職員に何度も言ってやりました。

年に１回ぐらい見に行く時あるから。でもやらないです。業者さんが雪下ろしなど

とかで来るんです。県からこう言われましたので、そこだけなんですけれども。じ

ゃあ住民がそう思ってんならここもやりますってやってくれます。はっきり言って、

県が一番動かないです。さっきの町職員もそうだけれども、やっぱそこをどうやっ

て動かしていくかで違ってくるんですよ。やっぱりどんどん住民のところに職員を

出す工面をまず作ってください。県も同じ。一人一運動じゃないけど、草刈運動や

ゴミ拾い運動を県職員が何人いるのか知らないけれども、各町村にもいるはずだか

ら、ゴミぐらい拾っていくとか。県の庁舎の中にそれを入れるところを作っておけ

ば拾ってくれるんじゃないですか。そういう指示を出せなくもないじゃないですか。

あるいはここのとこも草刈ってきたからって、そろそろ除雪の機会じゃないかとい

うことで情報を県の担当に言ってやるとか。そういうところだと思うんです。今ま

で全部住民にお願いしますとやってきて、住民ができなくなってましたって言って

も、なんとかお願いしますと言う。もうマンパワー的に無理です。じゃあやめます

ってなって住民はやめられますからね。やめた結果、結局そこは何にもならない。

昔は綺麗だったのになとかいっぱい出てくるわけです。 

じゃあそうなった時に一体どうするっての考えるのが、やっぱ職員になります。

金をかけてするのかあるいは別の形を作るのかありますけれども、そういうところ

をよろしくお願いしたい。 

 

県道の堤防沿いでカーブの手前なんだけど、去年からすごい気になっているのが、

最上川の片側がすごく下がっている。 

 

 退避場のところですか。 

 

 

 その手前。亀裂が広がっている。その中心から水が浸透してきて、どんどん片側

が下がってきてんじゃないかなと心配してるの。ちょっと怖いなって最近見てるん

だけど、県で気付いているのか分からないが、まだ言ってきてないんで、念のため

見てもらいたい。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

 

ただいま様々ご意見を頂戴いたしました。これらの意見をですね。今後のまちづ

くりの方にですね。職員が来ないという話もありますけども、その辺はフットワー

クも軽くしてですね。地域に入るような形でできればなというふうに思った次第で

ございます。このようなご意見を今後のまちづくりの方に生かしてまいりたいと思

います。 
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本当にあのいろんなご意見、いろいろありがとうございます。本当に現場に出ろ

という意見、本当に大事だなと思います。しっかりと現場で見ながらですね。困っ

ているところやまずいとことかいろいろ出てくると思いますので、そういうことを

しっかりしていきたいと思います。町長という立場なんですけども、もっとここダ

メだ、あれダメだだけじゃなくて、あのこういうふうにしていこうよっていうふう

なご意見もいただきたいなと思います。僕はこの前とある経営者の方にですね。子

どもに帰ってこなくていいからなとというと脳裏に焼き付いて、帰って来なくて別

にいいんだなって思ってしまう。大石田こんなのダメだとか言わないようなまちづ

くりをしたいと思ってるので、もちろんあのご意見は承って、より良いまちづくり

をするんですけれども、例えば是非こういうとこあったなとかこういうふうにして

いこうよとか前向きな意見を持っていただきたいなと僕は思います。みんなで作っ

ていくまちづくりだと思ってるんで、もちろんそれを引っ張っていくのが私たちで

あるんですけども、ご協力お願いしたいなと思います。簡単ではありますが、最後

の挨拶とさせていただきます。 

 

確かに悪いところがこれだよ言いました。なんであなたがそう思ったかキャッチ

ボールがなってないから。こういう不満がある。それに対してあなた方が、返して

ないから、結局あれどうなった、こうなったって話しかならない。私だって、町が

良くなるところをみんなで考えようという言い方はしたいですよ。その前に言って

ることに対する回答がなってないから、また同じことを何度も言ってんだけど、今

こんなバカな話ないだろと去年言ったんよ。要望しました。検討していますで終わ

ってはいけない。それに対してまだ言うんだもんだ。明日へ向かってないのはあな

たでしょう。確かにあなたがおっしゃるとおり、明日へ向かいましょうよ。そのた

めに、キャッチボールしなきゃなんないですよ。さっき言ったように情報の発信も

ない。何もない中でね、言ったことに対する回答もないのに、俺ら何を言えばいい。

また言うしかない。 

 

町長が議会でもこういうふうなまちづくりをしたいという。職員さんにも俺はこ

うしたいアイデア出してくれって言っている。それは間違ってないと思う。 

ただ、私はこうしたいんだって、したいと思うんだけど町民の皆さんはどうだろう

かっていうことじゃないのかな、という投げかけなんだけど、意思決定はその主権

者である町民だから、こうしていきたいんだけど、皆さんどうだろうかという。や

っぱり議会でも私はこうしたいんだけど、そこで皆さんもしたいことは意見を出し

てほしいと、出してもらうのは賛否両論含めて良いと思う。町民はどう思うでしょ

うかということも、欠けてはダメだと思う。我々も今日は批判的なことを言ったけ

ど、やっぱりダメなものはダメだよ。これ良いって言うんだったら、ちゃんと根拠

示してくれよって言っている。そういうところなんだ思います。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

皆さん遅くまでありがとうございました。以上で本日のまちづくり座談会を終了

させていただきます。皆様誠にありがとうございました。 
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６．閉 会 （午後９時３０分） 

 


